
【声明】 

大崎事件第４次再審請求・即時抗告審の不当決定に断固抗議する 

 

本日、福岡高裁宮崎支部（矢数昌雄裁判長）は、鹿児島・大崎事件の第４次再審請求即時抗告審（請

求人・原口アヤ子さん及び、元夫で共犯者の一人とされた男性の遺族）について、原口さんらの再審

請求を棄却した。原口さんは、まもなく９６歳となる。私たちは、原口さんの命の限りを尽くした訴

えを非情にも棄却した不当決定に、満腔の怒りを込めて抗議をする。 

そもそも本件において、原口さんと犯行を結び付ける物的証拠は何一つないにもかかわらず、「共

犯者」とされた男性３人が「タオルで絞殺した」という警察の過酷な取り調べで作られた「嘘の供述」

によって有罪とされ、無実の罪で１０年に及ぶ獄中生活を余儀なくされた。 

原口さんは、逮捕以来４３年間にわたって一貫して「あたいはやっちょらん」と、一度も犯行を認

めたことはない。満期出所後、亡くなった両親や子供たち家族のためにも、「殺人者の汚名を着たま

までは死にきれない」と、不屈に裁判のやり直しを求めてきた。 

第４次再審請求審で弁護団は、「被害者」の死因と死亡時期について、救命救急の専門家による医

学鑑定（澤野鑑定）によって、被害者が自転車ごと側溝に転落した際、頚髄を損傷し、飲酒や低体温

症もあり、「急性腸管壊死」に陥り腸管から大出血したことが「死因」であり、確定判決が認定した

「タオルによる絞殺」ではなく、事故死であることを明らかにした。 

さらに、第３次再審請求で最高裁棄却決定を受けて争点となった「死亡時期」についても、事情を

知らない近所の住民が軽トラックの荷台に「放り投げて」乗せて運んだ際に頚髄損傷が悪化し、自宅

到着時には、すでに死亡していた可能性が高いことが医学的に明らかにされた。それゆえ、今度こそ

大崎事件の再審が開かれ、晴れて、原口さんの無実が明らかにされるものと多くの国民が注目をし、

期待を寄せていた。 

決定は、澤野鑑定が写真をもとにしたものだとして信用性を否定した。それは、事後の鑑定を無理

難題の要求で科学的な理由もなく排斥した暴論である。決定はさらに、澤野鑑定は、確定判決で有罪

の根拠の一つとされた法医学鑑定のみを弾劾対象としていると限定的に位置づけて、その法医学鑑定

は元もと大した証明力を持ったものではないから、この証明力が減殺されたからと言って確定判決の

事実認定全体に影響は及ばないと「孤立評価」を行い退けている。そして、近所の住民が「被害者」

は自宅に運んだ時には生きていたとの供述が崩れざるを得なくなる判断を周到に回避している。   

このことは、逆に、新証拠と全旧証拠とを総合評価すれば、確定判決の認定は到底維持できず、再審

開始以外になかったことを如実に示すものである。 

また決定は、内容においても救急医療の専門家の知見に基づく鑑定を、素人である裁判官がまともな

根拠も示さずに排斥するという、科学を無視し結論ありきの判断を行っている。このような理由で、原口

さんの無実の叫びを退けた棄却決定は、無辜の救済という再審の理念に反し、「疑わしいときは被告

人の利益に」という刑事裁判の鉄則は再審にも適用されるとした「白鳥・財田川決定」に背くもので

ある。そして、原口さん、弁護団、支援者、事件に関心を持つすべての国民の期待を乱暴に打ち砕く

暴挙と言わざるを得ない。 

原口さんは、これまで４次にわたる再審請求で３回も再審開始決定を勝ちとっている。これは日本

の裁判史上他に存在しない。確定判決が根底から揺らいでいるにもかかわらず、そのつど検察の不服

申立て（即時抗告・特別抗告）とそれを容認した各上級裁判所によって取り消されてきた。原口さん

のたたかいは、冤罪犠牲者を早期に救済する再審法の改正が急務であることをあらためて示すものと

なった。 

私たちは、大崎事件の再審無罪めざす運動にご支援をいただいた全国の皆さんに、心から感謝申し

上げ、原口さんが生きているうちに、一日も早く再審無罪を勝ちとるためにいっそう奮闘する決意を

新たにするとともに、再審法改正に全力をあげてとりくむ決意を表明する。 
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